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民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情
報通信の技術の利用に関する法律

平成１６年法律第１４９号

（目的）

第１条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的

方 法 」 と い う 。） によ り 行 う こ と が で き る よ う に す る た め の 共 通 す る 事 項 を 定 め る

ことにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係

る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければな

らないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を

除く。

イ 国の機関

ロ 地方公共団体及びその機関

ハ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第

１５１号）第２条第２号ニからチまでに掲げるもの

二 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。

四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。

五 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、

備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判

所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に

基 づ く 手 続 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 裁 判 手 続 等 」 と い う 。） に お い て 行 う も の を

除く。

六 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調

製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。

七 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載する

ことをいう。
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八 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若し

くは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行

うものを除く。

九 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、

若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うも

の及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第２条第６号に掲

げる申請等として行うものを除く。

十 保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。

（電磁的記録による保存）

第３条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により

行 わ な け れ ば な ら な い と さ れ て い る も の （ 主 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） に つ い

ては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存

に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければ

ならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみな

して、当該保存に関する法令の規定を適用する。

（電磁的記録による作成）

第４条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により

行わなければならないとされているもの（当該作成に係る書面又はその原本、謄本、

抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているもの

で あ っ て 、 主 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） に つ い て は 、 当 該 他 の 法 令 の 規 定 に か

かわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電

磁的記録の作成を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければ

ならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみな

して、当該作成に関する法令の規定を適用する。

３ 第１項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定によ

り署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にか

かわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもっ

て当該署名等に代えることができる。

（電磁的記録による縦覧等）

第５条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面に

よ り 行 わ な け れ ば な ら な い と さ れ て い る も の （ 主 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） に

ついては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の

縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記

載した書類の縦覧等を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなけ
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ればならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたもの

とみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

（電磁的記録による交付等）

第６条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面に

より行わなければならないとされているもの（当該交付等に係る書面又はその原本、

謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされてい

る も の で あ っ て 、 主 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） に つ い て は 、 当 該 他 の 法 令 の 規

定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に

係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなけ

ればならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたもの

とみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。

（条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等）

第７条 地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保

存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、

条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要

な施策の実施に努めなければならない。

２ 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。

（政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置）

第８条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合において

は、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断

さ れ る 範 囲 内 に お い て 、 所 要 の 経 過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。） を 定 め

ることができる。

（主務省令）

第９条 この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令（会計検査院規

則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会

規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安

全 委 員 会 規 則 及 び 原 子 力 規 制 委 員 会 規 則 を 除 く 。） を 所 管 す る 内 閣 府 又 は 各 省 の 内

閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安

委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員

会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等に

ついては、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安

委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規
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則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

附則

この法律は、平成１７年４月１日から施行する。

附則 （平成２０年５月２日法律第２６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年１０月１日から施行する。

附則 （平成２４年６月２７日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第 ７ 条 第 １ 項 （ 両 議 院 の 同 意 を 得 る こ と に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ２

条 第 ３ 項 （ 両 議 院 の 同 意 を 得 る こ と に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ５ 条 、 第 ６ 条 、 第

１４条第１項、第３４条及び第８７条の規定 公布の日

（罰則の適用に関する経過措置）

第８６条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第８７条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２７年９月９日法律第６５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第１条及び第４条並びに附則第５条、第６条、第７条第１項及び第３項、第８

条、第９条、第１３条、第２２条、第２５条から第２７条まで、第３０条、第３

２条、第３４条並びに第３７条の規定 平成２８年１月１日
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この PDF フ ァイルは「インターネット六法 .com」で掲載中の法令をそのまま PDF 化したものです。

誤 字 脱 字 や 条 文 が 抜 け て い る 等 間 違 っ た 箇 所 を 発 見 し た 場 合 は 、 お 手 数 で す が 「 お 問 い 合 わ せ

（ https://xn--eckucmux0ukcy120betvc.com/pages/contact/）」よりお教えください。よろしくお願いします。

インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。

これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
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